
四日市市告示第３０４号 

  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、平成６

年四日市市告示第２５７号で認可した地縁による団体から告示事項変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

 

  令和３年４月２０日 

 

                         四日市市長  森  智 広 

 

１ 届出者 

  大矢知町古家自治会 

  代表者の氏名  渡邉 篤    

  代表者の住所  四日市市大矢知町９８３番地１ 

２ 変更事項 

（１）旧代表者の氏名  荻須 功士 

新代表者の氏名  渡邉 篤 

旧代表者の住所  四日市市大矢知町１０６３番地１ 

新代表者の住所  四日市市大矢知町９８３番地１ 

 

（２）旧区域 

   四日市市大矢知町字四方天の区域の全部、大矢知町字下沢９７１の１から９９ 

４の２まで、大矢知町字上沢１０４１の１から１０７２の２まで、１０７７の 

１、１０７７の４、１０８０の１、大矢知町字雲天１０８４の２、１０８４の 

３、１０８４の９、１０８５の２、１０８６の３、１０９５の３、１１４７の 

２、１１４９の１から１２１０の３まで、１２１３の２、１２１３の３、１２ 

１７の１から１２１９まで、１２２４の１から１２２６の４まで、１２２８の 

１から１２２９の５まで、大矢知町字大狭間谷２７３３から２８６０まで、大 

矢知町字大城３１６５の１ 

新区域 

   四日市市大矢知町字四方天の区域の全部、大矢知町字下沢９７１の１から９９ 

４の２まで、大矢知町字上沢１０４１の１から１０７２の２まで、１０７７の 

１、１０７７の４、１０８０の１、大矢知町字雲天１０８４の２、１０８４の 

３、１０８４の９、１０８５の２、１０８６の３、１０９５の３、１１４７の 

２、１１４９の１から１２１０の３まで、１２１３の２、１２１３の３、１２ 

１４の３、１２１７の１から１２１９まで、１２２４の１から１２２６の４ま 

で、１２２８の１から１２２９の５まで、大矢知町字大狭間谷２７３３から２ 

８６０まで、大矢知町字大城３１６５の１ 



３ 変更の年月日   

令和３年４月１日 

４ 変更の理由 

  （１）代表者の任期満了に伴う変更 

  （２）区域の拡大に伴う変更 

 

（市民文化部市民生活課） 

 


